
安
堂
は
、

八
九
年
九
月
、

暴
風
の

た
め
倒
壊
し
た
の

で
一

時
山
手
の

聖
経
女
学
校
講
堂
を
礼
拝
場
に

あ
て

て
い

た
。

こ

の

と
き
名
を
、

横
浜
美
以
教

会
と
改
称
し
た
。

一

八
九
九
（
明
治
三
十
二

）
年
四
月
、

広
壮
な
会
堂
を
蓬
来
町
一

丁
目
に

建
設
し
、

献
堂
式
を
あ
げ
た
。

日

本
聖
公
会

聖
安
得
烈
教
会

S
a
in

t 
A

n
d
r
e
w

s 
C

h
u
r
c
h

の

起
源
は
、

一

八
七
四
、

五

年
の

こ

ろ
、

横
浜
在
住
の

英
国
人
が
主
と
な
り
成
立

し
た
も
の

で

あ
る
。

居
留
地
百
一

番
地
に
ク
ラ
イ
ス

ト
・

チ
ャ

ー
チ

C
h
r
is
t 

C
h
u
r
c
h

と
よ
ぶ
礼
拝
堂
を
建
設
し
て
、

牧
師
と

し
て

聖
公
会
所
属
の

聖
職
ガ
レ

ッ

ト
を
招
聘
し
た
。

こ

の

教
会
堂
は
外
人
の

た
め
の

も
の

で

あ
っ

た
が
、

ガ
レ

ッ

ト
は
、

こ
の

会
堂
を
日
本
人
の

礼

拝
の

た
め
に

も
提
供
し
て
い

た
。

七
九
年
の

こ

ろ
、

ガ
レ

ッ

ト
に

代
わ
っ

て

ア
ー
ビ
ン

が
牧
師
に

就
任
し
た
。

そ
う
し
て

こ

の

ア

ー

ビ

ン

の

時
期

に
、

日
本
人
の

礼
拝
堂
使
用
は
許
さ
れ
な
か
っ

た
の

で
、

日
本
人
は
自
宅
集
会
を
お
こ

な
う
よ
う
に

な
っ

た
。

そ
し
て
、

東
京
か
ら
の

宣
教
師
の

出

張
教
導
を
う
け
て
い

た
。

ま
た
、

日
本
人
を
妻
に
し
て
い

た
ク
ラ
ー
ク

と
い

う
イ
ギ
リ
ス

商
人
が
、

日
本
人
の

た
め
に

居
留
地
百
五
十
三
番
の

家
を

集
会
所
と
し
て

提
供
し
て
い

た
。

一

八
八
七
年
ご
ろ
に

な
っ

て
、

東
京
在
住
の

宣
教
師A

・C

・

シ
ョ

ウ
の

管
理
下
に
入
り
、

日
本
人
伝
道
者
の

出

張
に

よ
っ

て
、

毎
日
曜
日
、

規
則
正
し
く
礼
拝
で

き
る
よ
う
に

な
っ

た
。

こ

の

シ

ョ

ウ
司
祭
は
、

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
九
月S

・P

・G

（
英
国
聖
公
会
福
音
宣
布
協
会
）
最
初
の

派
遣
宣
教
師
と
し
てW

・E

・

ラ
イ
ト

と
と
も
に

来
日
し
た
。

七
六
年
、

東
京
に

芝
聖
ア
ン

デ
レ

教
会
を
創
立
、

東
京
の

三
田
寺
町
の

大
松
寺
、

の

ち
に

築
地
居
留
地
に

居
住
し
、

ま
た
日

本
語
を
勉
強
し
た
。

七
四
年
四
月
か
ら
福
沢
諭
吉
の

家
に

子
供
た
ち
の

家
庭
教
師
の

資
格
で

同
居
し

た
。

七
九
（
明
治
十
二

）
年
聖
教
社
神
学
校
を

設
立
し
、

日
本
聖
公
会
に
お
い

て
、

日
本
人
教
設
者
が
主
導
権
を
も
つ

よ
う
に

意
を
用
い

た
宣
教
師
で

あ
る
。

軽
井
沢
を
避
暑
地
と
し
て

開
発
し
た

宣
教
師
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い

る
。

彼
の

同
僚
で

あ
る
ラ
イ
ト
司
祭
と
と
も
に
、

横
浜
教
区
お
よ
び
中
部
教
区
の

基
礎
を
す
え
た
人
物
で

あ
る
。

英

字
新
聞
ジ
ャ

パ

ン

メ

ー
ル

に
よ
れ
ば
、

日
本
人
は
彼
を
、

フ

ル

ベ

ッ

キ
博
士
・

ヘ

ボ
ン

博
士
と
と
も
に
三
聖
人
と
よ
ん
で
い

た
と
い

う
。

こ

の
シ

ョ

ウ
司
祭
の

も
と
で
、

横
浜
の

信
徒
は
指
導
を
う
け
て
い

っ

た
。
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一

八
八
九
（
明
治
二

十
二

）
年
居
留
地
五
百
十
三
番
か
ら
、

ク
ラ
ー
ク

氏
所
有
の

二
百
二
十
九
番
館
の

商
店
に

移
っ

て
、

日
曜
日
ご
と
の

礼
拝
を

営
ん
で
い

た
が
、

九
二

年
ク

ラ
ー
ク

夫
人
を
中
心
と
し
て

信
徒
の

協
力
に

よ
り
、

寿
町
三
丁
目
に

小
会
堂
を
建
設
し
た
。

そ
し
て
、

日
本
人
伝
道
者

の

ほ
か
に
、

東
京
芝
の

聖
ア
ン

デ
レ

伝
道
団
員
の

宣
教
師
た
ち
が
相
つ

い

で

牧
会
の

任
に

あ
た
っ

た
。

日
本
聖
公
会
（S
・P

・G

系

）
が
、

は
じ
め
て

府
中
伝
道
を
お
こ

な
っ

た
の

は
、

八
三
年
で

あ
っ

た
。

多
治
見
十
郎
・

今
井
寿
道
が
、

府
中
・

本

宿
・

川
越
に

伝
道
旅
行
を
し
た
の

で

あ
る
。

北
多
摩
地
方
が
、

今
井
の

属
し
た
東
京
芝
の

聖
ア
ン

デ
レ

教
会
の

伝
道
地
域
と
な
り
、

定
期
的
な
出
張

伝
道
が
、

今
井
に

よ
り
お
こ

な
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ

た
の

は
、

八
四
（
明
治
十
七

）
年
か
ら
で

あ
っ

た
。

今
井
は
、

の

ち
日
本
聖
公
会
の

中
央
的
な
神
学
校
で

あ
る
聖
公
会
神
学
院
の

初
代
校
長
と
し
て
、

わ
が
神
学
教
育
史
上
に

不
朽
の

名
を
止
め
た
人

物
で

あ
る
。

文
久
三
年
（
一

八
六
三

）、
東
京
芝
葺
手
町
の

沼
田
藩
邸
内
に
、

医
師
今
井
去
斉
の

子
と
し
て

生
ま
れ
た
。

一

八
七
六
（
明
治
九

）
年
シ

ョ

ウ
師
の

宅
に

寄
寓
し
、

同
師
の

教
育
を
う
け
た
。

七
九
年
、

芝
聖
ア
ン

デ
レ

教
会
の

設
立
と
同
時
に

英
・

漢
・

数
学
を
教
授
す
る
聖
教
社
が
設
立

さ
れ
た
の

で
、

こ

こ

に

学
ん
だ
。

今
井
は
、

の

ち
聖
教
社
の

教
務
を
担
当
し
た
が
、

一

方
で
は
、

シ

ョ

ウ
の

伝
道
を
助
け
、

実
際
の

伝
道
を
試
み
た

の

は
八
四
年
か
ら
で
、

二
十
歳
の
こ

ろ
で

あ
っ

た
。

八
六
年
秋
に

は
、

シ
ョ

ウ
師
に

随
行
し
て
、

相
州
の

伝
道
地
を
巡
回
し
て

大
磯
に

演
説
会
を
開

い

た
が
、

こ

れ
が
同
地
方
の

開
拓
伝
道
の

端
緒
と
な
っ

た
。

そ
の

う
ち
に
、

北
多
摩
地
方
は
、

米
国
ミ

ッ

シ

ョ

ン

の

伝
道
地
と
な
っ

て
、

北
多
摩
定
住
の

伝
道
者
と
な
っ

た
の

は
、

同
ミ

ッ

シ

ョ

ン

の

ア
メ

リ

カ
人
宣
教
師
ウ
ッ

ド
マ

ン

と
そ
の

書
記
和
気
一

作
で

あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

八
五
年
ご
ろ
「
ウ
ッ

ド
マ

ン

司
祭
が
府
中
町
に

英
語
学
校
を
開
き
、

毎

週
土
曜
日
に

は
聖
書
講
義
、

日
曜
日
に
は
礼
拝
と
説
教
」
を
お
こ

な
っ

た
と
い

う
。

八
五
年
十
二
月
五
日
、

府
中
駅
三
十
五
番
地
に

設
置
さ
れ
て
い

た
同
ミ

ッ

シ

ョ

ン

の

「
府
中
講
義
所

」
で
、

本
宿
村
の

杉
田
喜
太
郎
（
二

十
六
歳

）
ら
四
人
が
、

ウ
ッ

ド
マ

ン

の

手
で

受
洗
し

た
。

以
後
、

八
六
年

に

十
七
名
、

八
七
年
に

十
七
名
と
、

三
年
間
で

約
四
十
名
の

受
洗
者
が
府
中
講
義
所
に
よ
っ

て

生
ま
れ
た
。
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八
七
年
に

講
義
所
は
、

府
中
駅
か
ら
本
宿
村
へ

移
転
し
て
い

る
。

八
五
年
、

八
六
年
に
お
け
る
府
中
地
域
の

受
洗
者
に

は
、

府
中
駅
の

人
は
い

な
か
っ

た
。

府
中
地
域
で

最
初
に

キ
リ
ス

ト
教
の

洗
礼
を
う
け
た
村

人
十
一

人
は
本
宿
村
で

あ
っ

た
。

そ
の

ほ
か
、

小
平
地
域
に
、

「
小
川
講
義
所
」（
小
川
村

）、
立
川
地
域
に

「
立
川
講
義
所
」
が
開
か
れ
て
い

る
。

日
本
聖
公
会
は
、

一

八
八
七
（
明
治
二

十
）
年
に

組
織
さ
れ
る
。

そ
れ
以
前
は
、

日
本
で

監
督
教
会
と
称
せ
ら
れ
た
も
の

は

英
国
のC

・M

・S

（
英
国
教
会
宣
教
協
会
）
お
よ
びS

・P

・G

（
英
国
福
音
宣
布
協
会
）
の

二
会
社
と
米
国
の

監
督
教
会
伝
道
会
社
が
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
の

伝
道
を
し
て

い

た
の

で

あ
る
。

そ
れ
を
、

三
社
が
共
同
の

働
き
を
な
し
、

日
本
に
お
い

て

具
体
的
一

致
の

行
動
を
と
る
必
要
が
感
じ
ら
れ
て
、

日
本
聖
公
会
の

組

織
と
な
っ

た
。

S

・P

・G

のW

・B

・

ラ
イ
ト
師
は
、

一

八
七
六
（
明
治
九

）
年
、

神
奈
川
県
の

小
野
村
（
現
在

厚
木
市

）
や
中
津
村
（
現
在

愛
川
町

）
な
ど

の

大
山
周
辺
農
村
地
帯
に

宣
教
し
、

一

八
八
〇
年
に

は
中
津
永
生
教
会
を
生
み
出
し
、

飯
田
栄
次
郎
師
を
定
住
さ
せ
た
。

ま
た
小
野
の

吉
沢
家
と
の

最
初
の

接
触
を
通
し
て
、

の

ち
の

吉
沢
直
江
師
と
そ
の

父
兄
弟
の

入
信
に

貢
献
し
た
。

七
七
年
に

は
、

自
ら
直
接
に
は
従
事
し
な
か
っ

た
が
、

横
浜

に
お

け
る
聖
公
会
宣
教
活
動
の

重
要
性
に

着
目
、

当
時
、

ク
ラ
イ
ス

ト
・

チ
ャ

ー
チ
の

牧
師
で

あ
っ

た
ギ
ャ

ラ
ッ

ト
司
祭
の

日
本
語
礼
拝
開
始
に

蔭

の

助
力
を
与
え
、

今
日
の

横
浜
聖
ア
ン

デ
レ

教
会
の

種
を
蒔
い

た
（『
あ
か
し
び
と
た
ち

』）。

右
に

出
て

き
た
吉
沢
直
江
は
、

の

ち
に

横
浜
教
区
の

大
元
老
に

な
っ

た
司
祭
で

あ
る
。

八
五
年
、

東
京
下
谷
の
メ

ソ
ジ
ス

ト
教
会
で

受
洗
し
た

が
、

八
六
年
九
月
二
十
六
日
、

東
京
聖
ア
ン

デ
レ

教
会
で
ビ
カ
ス

テ
ス

主
教
か
ら
信
徒
按
手
を
う
け
て

聖
公
会
に

入
っ

た
。

吉
沢
家
は
、

代
々

庄
屋

を
勤
め
た
士
分
格
の

家
で
、

直
江
は
そ
の

三
男
で

あ
る
、

明
治
の

開
国
で
、

こ

の

草
深
い

田
園
に

も
西
欧
文
化
の

影
響
が
入
り
、

西
洋
野
菜
の

栽
培

が
奇
縁
と
な
っ

て
、

外
人
に

接
し
、

や
が
て

福
音
に

導
か
れ
る
。
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バ
プ
テ
ス

ト
派

バ

プ
テ
ス

ト
派
に

よ
っ

て
、

事
実
上
の

伝
道
が
な
さ
れ
た
の

は
、

一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
二
月
七
日
、

ア
メ

リ
カ
バ

プ
テ
ス

ト
宣
教
師
同
盟
か
ら
派
遣
さ
れ
たN

・

ブ
ラ
ウ
ン

夫
妻
来
日
の

と
き
を
も
っ

て
、

最
初
と
す
る
。

ブ
ラ
ウ
ン

の

来
日
は
、

キ
リ

シ

タ
ン

禁
制
の

高
札
が
撤
去
さ
れ
る
直
前
で

あ
り
、

し
か
も
、

来
日
三
度
目
の
ゴ

ー
ブ
ル

を
と
も
な
っ

て

来
日
し
た
。

米
国
北
部
バ

プ
テ
ス

ト
大
会
は
明
治
五
年
（
一

八
七
二

）
年
、

自
由
伝
道
協
会
の

事
業
を
引
き
継
ぎ
、

日
本
に

宣
教
師
を
派
遣
す
る
こ

と

を
決
議

し
、

ゴ

ー
ブ
ル

並
び
にN

・

ブ
ラ
ウ
ン

の

二

氏
を
指
名
し
た
の

で

あ
る
。

ブ
ラ
ウ
ン

夫
妻
、

ゴ

ー
ブ
ル

夫
妻
は
同
年
三
月
二
日
の

日
曜
日
、

山
手
二
百
三
番
に

お
い

て
、

教
会
組
織
の

式
を
あ
げ
た
。

そ
れ
を
横
浜
第
一

浸

礼
教
会
と
よ
ん
だ
。

わ
が
国
、

浸
礼
（
バ

プ
テ
ス

ト

）
教
会
の

最
初
で

あ
る
。

ブ

ラ

ウ
ン

は
間
も
な
く
牧
師
に

な
っ

た
が
、

同
年
七
月
十
三
日
、

彼

の

筆
生
で

あ
っ

た
石
川
寿
一

郎
に

浸
礼
を
授
け
た
。

こ

れ
は
日
本
人
最
初
の
バ

プ
テ
ス

ト
教
会
の

信
者
で

あ
る
。

一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
、

ふ
た
た
び
会
堂
を
山
手
七
十
五
番
の

箕
輪
坂
に

建
て

て
、

こ

こ

に

移
転
し
た
が
、

翌
七
五
年
二

月
六
日
、

火
事
の

た

め
焼
失
し
た
。

こ

の

八
月
夏
、

会
堂
は
再
建
さ
れ
た
。

七
六
年
、

長
老
教
会
（
海
岸
教
会

）
会
員
の

川
勝
鉄
弥
が
ブ
ラ
ウ
ン

に
よ
り
洗
礼
を
う
け
た
。

川
勝
は
、

は
じ
め
、

バ

ラ
に
つ

き
英
語
を
学
ん
で
い

る
う
ち
に
、

七
四
年
、

長
老
教
会
で

洗
礼
を
う
け
た
。

翌
年
、

N

・

ブ
ラ
ウ
ン

に
つ

き
聖
書
を

研
究
し
て
い

る
う
ち
に
、

バ

プ
テ
ス

マ

（
バ

プ
テ
ス

マ

と
は
キ
リ
ス

ト
教
徒
に
な
る
た
め
に

教
会
が
執
行
す
る
典
礼
、

水
を
用
い

て

人
を
清
め
あ
る
い

は
新
生
を

与
え
る
ま
で
バ

プ
テ
ス

ト

派
は
浸
礼
と
訳
し
、

全
身
を
水
に
つ

け
る
。

プ
ロ

テ
ス

タ
ン

ト
で

は
一

般
に

洗
礼
と
い

う
）
は
浸
礼
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ

と
を
悟

り
、

す
ぐ
に

浸
礼
を
う
け
て
、

バ

プ
テ
ス

ト
教
会
に

入
り
、

七
九
年
按
手
礼
を
う
け
て

牧
師
と
な
っ

た
。

ブ
ラ
ウ
ン

は
、

来
日
早
々
、

聖
書
の

翻
訳

を
始
め
た
。

最
初
は
諸
教
派
協
同
の

聖
書
翻
訳
委
員
の
一

人
で

あ
っ

た
が
、

訳
語
に

関
し
て

意
見
を
異
に
し
た
。

そ
の

た
め
七
六
年
一

月
委
員
を
や

め
て
、

単
独
で
バ

プ
テ
ス

ト
訳
新
約
聖
書
を
完
成
し
た
。

七
九
年
八
月
一

日
に

印
刷
を
完
了
し
た
。

こ

れ
が
、

日
本
語
で

印
刷
し
た
最
初
の

新
約
聖

書
で
、

諸
派
協
同
翻
訳
委
員
会
の

訳
に

先
ん
じ
る
こ

と
足
か

け
九
か
月
で

あ
っ

た
。
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ブ
ラ
ウ
ン

は
最
初
の

翻
訳
に
満
足
せ
ず
、

次
々

と
改
正
工
夫
し
て
い

っ

た
。

八
六

年
元
旦
の

死
に
い

た
る
ま
で
、

彼
は
、

川
勝
鉄
弥
と
と
も
に
、

新
訳
聖
書
の

第
二
回

訂
正
を
ヘ

ブ
ル

書
八
章
ま
で

完
了
し
て
い

た
。

ブ
ラ
ウ
ン

の

訳
後
、

遺
業
を
継
い

だ

者
は
、

川
勝
牧
師
、

A

・A

・

ベ

ネ
ッ

ト
ら
で

あ
り
、

ヘ

ブ
ル

書
八
章
以
下
を
改
訂

し
て

出
版
し
た
。

聖書之抄書
神戸女学院大学図書館蔵

ブ
ラ
ウ
ン

は
、

大
体
、

来
日
以
来
、

横
浜
山
手
六
十
七
番
に
住
ん
で
い

た
。

七
四

年
、

息
子
が
来
日
し
、

同
屋
敷
内
に
印
刷
所
を
設
け
た
。

こ

れ
は
、

非
常
に

大
き
な

成
果
を
あ
げ
『
聖
書
之
抄
書
』
以
下
が
発
行
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

ブ
ラ
ウ
ン

訳
は
、

外
人
離
れ
の

し
た
名
訳
で

あ
る
が
、

そ
れ
は
川
勝
の

力
量
に
よ

る
と
こ

ろ
が
大
き
い
。

ブ
ラ
ウ
ン

の

理
想
は
、

早
く
か
ら
言
語
の

簡
易
化
に

あ
っ

た
の

で
、

聖
書
全
部
を
片
仮
名
で

出
版
し
、

の

ち
ロ

ー
マ

字
で

出

版
す
る
こ

と
が
、

彼
の

念
願
で
あ
っ

た
。

八
三
（
明
治
十
六

）
年
十
一

月
九
日
、

三
た
び
会
堂
が
全
焼
し
た
と
き
、

自
給
の

策
を
た
て
、

教
会
員
の

寄
付
金
に

よ
っ

て

再
建
す
る
こ

と
に

な

っ

た
。

新
会
堂
は
、

ブ
ラ
ウ
ン

の

死
後
完
成
し
、

八
七
年
二
月
一

日
、

献
堂
式
が
挙
行
さ
れ
た
。

ブ
ラ
ウ
ン

の

後
任
は
七
九
年
に

来
日
し
て

以
来
伝

道
に

従
事
し
て
い

たA

・A

・

ヘ

ン

ネ
ッ

ト
で

あ
る
。

こ
の

年
八
七
（
明
治
二

十
）
年
、

横
浜
第
一

浸
礼
教
会
の

名
称
を
改
め
て
、

横
浜
第
一

バ

プ
テ
ス

ト
教
会
と
し
た
。

ま
た
、

や
は

り
同
年
、

こ

こ

に
、

横
浜
バ

プ
テ
ス

ト
神
学
校
が
創
立
さ
れ
た
。

八
九
年
二
月
十
一

日
、

川
勝
鉄
弥
が
牧
師
に

就
任
す
る
式
が
お
こ

な
わ
れ
た
。

九
三
年
ま
で

在
職

し
た
。

会
堂
再
建
の

こ

ろ
、

婦
人
宣
教
師
ク
ラ
ラ
・A

・

サ
ン

ズ
が
来
日
し
、

そ
の

後
、

女
子
小
学
校
を
創
立
し
、

ま
た
バ

イ
ブ
ル

婦
人
会
を
設
立
、

各
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所
に

伝
道
所
を
開
い

た
。

さ
ら
に
、

川
勝
牧
師
就
任
の

こ

ろ
、

少
年
団
体
を
組
織
し
て
、

聖
書
を
研
究
し
、

同
志
を
導
く
こ

と
に
つ

と
め
た
が
、

九

三
年
に
い

た
っ

て
、

彰
栄
隊
と
い

う
青
年
団
を
形
成
し
た
。

一

八
九
四
年
十
二

月
二

十
六
日

会
堂
増
築
の

た
め
、

箕
輪
坂
（
俗
称
代
官
坂

）
の

中
ほ

ど
に

移
転
し
て
、

献
堂
式
を
お
こ

な
っ

た
。

ま
た
八
五
年
九
月
に

は
、

高
座
郡
上
溝
に

初
め
て
バ

プ
テ
ス

ト
教
会
が
設
立
さ
れ
た
。

ア
メ

リ
カ
人
宣
教
師N

・

ブ
ラ
ウ
ン

の

日
本
語
バ

イ
ブ
ル

翻
訳
を
助
け
た
川
勝
鉄
弥
が
伝
道
し
た
。

そ
の

説
教
を
聞
い

た
最
初
の

人
は
、

原
町
田
二

丁
目
籠
細
工
職
中
山
市
五
郎
（
三
十
一

歳
）
で
、

教
会
設

立
の

と
き
に

受
洗
し
た
。

翌
八
六
年
十
一

月
、

そ
の

妻
ハ

ツ

が
受
洗
し
た
。

日
本
組
合
基
督
教
会

横
浜
に
お

け
る
活
動
は
、

よ
う
や
く
明
治
後
半
に

入
っ

て
お
こ

な
わ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、

横
浜
市
福
富
町
三
丁
目
八
十
六

番
地
に
、

あ
た
ら
し
く
基
督
教
講
義
所
が
設
け
ら
れ
た
の

は
、

一

八
九
三
年
五
月
五
日
の

こ

と
で

あ
る
。

猪
俣
昌
武
・

小

林
錠
之
輔
・

加
藤
直
士
・

和
田
垣
譲
・

久
保
木
健
雄
・

船
本
務
・

福
永
熊
之
助
の

七
人
が
、

東
京
の

ア
メ

リ
カ
ン

・

ボ
ー
ド
・

ミ

ッ

ン

ョ

ン

宣
教
師

D

・C

・

グ
リ
ー
ン

と
協
議
し
て

お
こ

な
っ

た
も
の

で

あ
る
。

翌
九
四
年
五
月
二

十
日
、

講
義
所
所
属
の

信
徒
お
よ
び
地
方
の

組
合
教
会
員
で

横
浜

在
住
信
者
に

よ
り
、

教
会
が
組
織
さ
れ
、

日
本
組
合
教
会
関
東
部
会
の

協
賛
を
経
て
、

伝
道
教
会
設
立
式
を
挙
行
し
た
。

こ

れ
が
日
本
組
合
横
浜
基

督
教
会
で

あ
る
。

美
普
教
会
派

横
浜
第
一

美
普
教
会
の

起
源
は
、

一

八
八
〇

）明
治
十
三
）
年
ご
ろ
英
国
人
ミ

ス

・H

・G

・

ブ
リ
ッ

テ
ン

が
、

米
国
メ

ソ

ジ
ス

ト
基
督
新
教
外
国
伝
道
協
会
か
ら
派
遣
さ
れ
て

教
育
事
業
を
は
じ
め
た
こ

と
に

あ
る
。

八
五
年
、

F

・C

・

ク
ラ
イ
ン

夫
妻
が
来

日
し
、

尾
上
町
六
丁
目
に

住
居
し
、

夜
、

英
語
を
教
授
す
る
か
た
わ
ら
、

伝
道
集
会
を
お
こ

な
っ

た
。

八
六
年
四
月
に

は
、

そ
の

近
く
の

住
吉
町
六

丁
目
に

あ
っ

た
私
立
米
若
学
舎
で
日
曜
集
会
を
開
い

た
。

八
七
年
、

米
国
か
ら
、

T
・H

・

カ
ル

ハ

オ
夫
妻
が
来
日
し
伝
道
に

力
を
尽
し
た
。

こ

う

し
て
、

教
会
員
は
百
五
十
名
に

達
し
た
の

で
、

八
九
年
に
、

山
下
町
二

百
七
十
一

番
に

会
堂
を
新
築
し
た
。

九
七
年
に

は
教
勢
大
い

に

振
っ

た
。
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基
督
同
信
会
横
浜
集
会
所

基
督
同
信
会
の

伝
道
は
、

一

八
八
八
（
明
治
二

十
一

）
年
十
一

月
、

英
国
ケ
ン

ブ
リ
ッ

ジ
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り

のH

・G

・

ブ
ラ
ン

ド
が
来
日
し
、

翌
八
九
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
。

そ
の

後
、

も
と
横
浜
海
岸
教
会
々

員
の

乗
松
雅

休
が
、

同
教
会
長
老
の

海
軍
大
軍
医
槇
正
身
と
と
も
に

協
力
し
て

伝
道
に

従
事
し
た
。

九
一

年
、

ブ
ラ
ン

ド
は
、

一

時
帰
国
し
翌
九
二

年
八
月
、

再

度
来
日
し
た
。

右
の

槇
氏
の

家
を
譲
り
う
け
て
、

そ
の

こ

ろ
米
国
か
ら
帰
国
し
た
丹
森
太
郎
と
共
同
生
活
し
、

こ

こ

で

集
会
を
続
け
た
。

そ
の
こ

ろ

の

信
徒
は
十
人
余
で

あ
っ

た
と
い

う
。

乗
松
雅
休
は
、

松
山
藩
士
の

下
級
武
士
の

家
の

出
身
で

あ
る
。

上
京
し
て
、

勉
強
し
た
の

ち
、

横
浜
に

移
っ

て

神
奈
川
県
属
官
と
な
っ

た
。

こ

の

横
浜
で

彼
が
下
宿
し
た
家
の

老
婦
人
が
、

海
岸
教
会
の

信
徒
で

あ
っ

た
。

乗
松
が
は
じ
め
て

教
会
の

門
を
く
ぐ
っ

た
の

は
、

八
七
年
一

月
二
日
の

日

曜
日
で

あ
っ

た
。

そ
し
て
、

牧
師
稲
垣
信
か
ら
洗
礼
を
う
け
、

そ
の

年
の

秋
、

伝
道
者
に

な
る
た
め
明
治
学
院
に

入
る
。

こ

の

明
治
学
院
在
学
中
に

同
信
会
の
ブ
ラ
ン

ド
に

遭
遇
し
、

明
治
学
院
を
退
学
し
、

日
本
橋
教
会
に

派
遣
さ
れ
て
い

た
が
こ

れ
を
離
脱
し
て
、

同
信
会
の

伝
道
者
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

の

乗
松
の

行
動
は
、

稲
垣
牧
師
に

大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

基
督
同
信
会
（
プ
レ

マ

ス
・

ブ
レ

ズ
レ

ン

）
は
非
組
織
で

あ
っ

て
、

も
っ

ぱ
ら
信
仰
を
重
ん
じ
、

祈
禱
と
霊
感
と
を
も
っ

て

信
仰
的
生
命
と
な
し
、

儀
式
的
信
条
、

形
式
的
規
則
を
排
除
し
、

聖
書
を
唯
一

の

教
典
と
し
、

よ

く
こ

れ
を
読
み
、

よ
く
こ

れ
を
宣
る
徒
で

あ
る
と
い

わ
れ
る
（
山
本
秀
煌

『
日
本
基
督
教
会
史
』
に

よ
る

）。
ブ
ラ
ン

ド
も
、

組
織
に

属
さ
ず
、

手
弁
当
で

来
日
し
た
の

で

あ
る
。

ブ
ラ
ン

ド
は
、

一

八
八
九
（
明
治
二
十
二

）
年

十
月
、

日
本
橋
本
銀
町
、

柳
生
流
柔
術
道
場
に
お
い

て
、

彼
ら
の
い

う
パ

ン

さ
き
、

す
な
わ
ち
聖
餐
式
を
執
行
し
、

信
徒
の

群
を
作
る
こ

と
に

成
功

し
た
。

そ
こ

に

集
ま
っ

た
の

は
、

乗
松
ら
日
本
橋
教
会
の

青
年
信
徒
た
ち
で

あ
っ

た
。

そ
の

影
響
は
、

海
岸
教
会
に

も
お
よ
び
、

長
老
の

槇
正
身
が

同
信
会
の

徒
と
な
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

れ
は
、

教
会
に

と
っ

て
一

大
問
題
で

あ
っ

た
。

日
本
橋
教
会
を
離
脱
し
た
乗
松
は
、

た
だ
ち
に

旅
を
住
い

と
す
る
伝
道
者
の

生
活
に

入
っ

た
。

彼
は
一

八
九
〇
年
を
京
浜
間
で

過
ご
し
た
が
、

九
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一

年
二

月
以
降
、

全
国
を
伝
道
し
て

歩
い

た
。

こ

の

同
信
会
に

よ
り
大
き
な
打
撃
を
う
け
た
教
会
は
、

日
本
橋
教
会
の

ほ
か
、

大
阪
島
の

内
教
会

と
、

盛
岡
メ

ソ
ジ
ス

ト
教
会
が
あ
る
。

日
本
に
お
け
るY

M
C

A

の

存
在
の
、

も
っ

と
も
古
い

も
の

は
、

横
浜
の

外
人
居
留
地
の
、

外
国
人
に
よ
る

T
h
e 

Y
ou

n
g
 

M
en
's 

C
hrstian

 

A
sso

c
iatio

n
 
Y

o
k
o
h
a
m

a

で
、

一

八
七
四
（
明
治
七
）
年
十
一

月
二

十
日
に
設
立
さ
れ
て

い

た
。

こ

れ
は
、

先
進
英
米Y

M
C

A

の

流
れ
を
く
ん

で
い

る
と
思
わ
れ
る
が
、

外
国
人
の

も
の

で
あ
り
、

二
、

三
年
で

絶
え
て
し
ま
っ

た
こ

と
も
あ
っ

て
、

現
在
の

横
浜Y

M
C

A

と
は
直
接
の

関
係
は

な
い
。

横
浜Y

M
C

A

は
、

一

八
八
四
（
明
治
十
七
）
年
、

海
岸
教
会
の

青
年
た
ち
が
、

小
さ
い

集
ま
り
と
し
て
、

は
じ
め
た
も
の

で

あ
る
。

会
長
は
共

立
女
学
校
教
師
で

海
岸
教
会
長
老
の

熊
野
雄
七
で
、

牧
師
稲
垣
信
が
指
導
に

あ
た
っ

た
。

翌
八
五
年
、

真
砂
町
三
丁
目
豊
国
橋
通
り
の

柳
下
平
次
郎

所
有
の

建
物
で
、

英
語
研
究
会
を
は
じ
め

た
が
、

八
七
年
、

フ
エ

リ
ス

和
英
女
学
校
教
師
高
根
虎
松
（
高
松
義
人
）
の

入
会
と

そ
の

援
助
に

よ
っ

て
、

盛
ん
に

な
っ

た
。

横浜基督青年会の公告
横浜YMCA蔵

二

　
カ
ト

リ
ッ

ク

と
ギ
リ
シ

ヤ
正
教

聖
ミ
カ
エ

ル
教
会

（S
ain

t M
ich

ael C
h
u
rch

）
一

八
七
七
（
明
治
十
）
年
ご
ろ
に

な
る
と
、

明
治
政

府
の

カ
ト
リ
ッ

ク
に

対
す
る

態
度
も
好
意
的
に

な

り
、

状
況
は
し
だ
い

に

好
転
し
て
き
た
。

七
九
年
に
は
、

警
察
法
の

緩
和
に

よ
っ

て
、

居
留
地
外
へ

の

伝
道
も
有
利
に
な
っ

た
。

宣
教
師
は
、

八
王
子
・

横
須
賀
か
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ら
、

遠
く
は
伊
豆
半
島
・

東
海
道
方
面
ま
で

布
教
で

き
る
よ
う
に

な
っ

た
。

一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
の

こ

ろ
、

神
奈
川
浅
間
下
に
一

家
屋
を
借
り
て

説
教
所
を
開
き
、

宣
教
師L

・G

・

テ
ス

ト
ビ

ィ

ド

師
が
、

居
留
地

八
十
番
の

聖
心
教
会
堂
か
ら
出
張
し
て

布
教
に

従
事
し
た
。

八
七
年
に

な
っ

て
、

野
毛
町
二
丁
目
に

借
家
し
て
、

こ

こ

に

説
教
所
を
移
し
た
。

一

八

九
一

年
、

ル

・

マ

ー
シ

ャ

ル

師
は
、

サ
ン

モ

ー
ル

修
道
会
の
メ

ー
ル

・

マ

チ
ル

ダ
の

献
金
に

よ
っ

て
、

横
浜
市
内
で
、

も
っ

と
も
人
口

稠
密
な
若
葉

町
に

土
地
を
購
入
し
、

二

階
建
て

の

洋
館
を
新
築
し
た
。

二

階
に

礼
拝
所
を
、

一

階
に

小
学
校
（
明
道
小
学
校
）
を
開
き
、

ル

・

マ

ー

シ

ャ

ル

自
身

が
主
任
と
な
っ

た
。

こ

こ

に
、

純
粋
に
日
本
人
信
徒
の

た
め
の

教
会
が
生
ま
れ
た
の

で

あ
る
。

一

八
九
四
（
明
治
二
十
七

）
年
、

定
住
宣
教
師
が
来

任
し
た
と
き
に
、

独
立
し
て

「
聖
ミ

カ
エ

ル

教
会
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。

こ

れ
と
同
時
に
、

聖
心
教
会
は
、

ま
っ

た
く
外
人
信
者
の

た
め
の

教
会
に

な
っ

た
。

ロ

ー
マ

カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
の

布
教
は
三
多
摩
地
方
に

も
お
よ
ん
だ
。

八
王
子
在
の

被
差
別
部
落
の

山
上
卓
樹
・

山
口

重
兵
衛
に

よ
り
導
入
さ
れ
、

横
浜
聖
心
聖
堂
よ
り
テ
ス

ビ
ィ

ー
ド
神
父
が
巡
回
布
教
を
お
こ

な
っ

た
。

八
六
年
に

は
会
堂
・

天
主
学
校
を
合
わ
せ
た
「
聖
瑪
利
亜
教
会
」
が
建
て

ら
れ
た
。

そ
の

後
、

こ

の

教
会
の

信
徒
は
し
だ
い

に

増
加
し
、

一

八
九
九
（
明
治
三
十
二

）
年
に

は
三
百
九
名
を
か
ぞ
え
る
に
い

た
っ

た
。

現
在
の

元

八
王
子
教
会
が
そ
れ
で

あ
る
（
沼
謙
吉
「
部
落
解
放
運
動
の

先
駆
け
」『
歴
史
評
論
』
一

二
五
号
）。

ま
た
、

現
在
の

本
町
に

あ
る
カ
ト
リ
ッ

ク
八
王
子
教
会
は
一

八
八
九
（
明
治
二
十
二

）
年
、

三
崎
町
に

建
立
さ
れ
た
天
主
教
会
に

始
ま
っ

て
い

る
。

当
時
の

宣
教
師
は
ビ
ィ

グ
ル
、

カ
リ
ヤ
ッ

ク

両
神
父
で

あ
っ

た
。

そ
の

後
九
四
年
十
月
、

現
地
に

移
り
、

教
会
を
再
建
し
た
。

九
七
年
十
月
、

メ

イ
ラ
ン

神
父
が
赴
任
し
、

そ
の

後
、

四
十
年
に

わ
た
り
伝
道
に

従
事
し
た
。

大
正
末
期
の

信
徒
は
約
四
百
名
に

及
ん
だ
。

ハ

リ
ス

ト
ス

降
誕
教
会

一

八
八
四
（
明
治
十
七

）
年
、

東
京
ハ

リ
ス

ト
ス

正
教
会
主
教
ニ

コ

ラ
イ
師
の

命
に

よ

り
、

太
田
町
六
丁
目
に

講
義
所

を
設
け
、

北
川
伝
道
師
を
迎
え
た
。

つ

い

で
、

八
六
年
、

小
林
伝
道
師
が
赴
任
し
た
。

こ

の

二

人
の

伝
道
師
の

布
教
に
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よ
り
、

信
徒
三
十
五
名
ほ
ど
に

な
っ

た
。

そ
の

信
徒
の

な
か
か
ら
選
ば
れ
た
前
田
兵
郎
は
、

伝
道

師
と
な
っ

て
、

横
浜
教
会
の

専
任
と
な
っ

た
。

一

八
八
九
（
明
治
二

十
二

）
年
、

講
義
所
を
、

福
富
三
丁
目
に

移
し

た
が
、

九
一

年
、

俗
称
税

関
山
の

金
刀
比
羅
堂
を
購
入
し
て
、

こ

れ
を
講
義
所
と
し
た
。

こ

の

と
き
、

東
京
か
ら
大
主
教
ニ

コ

ラ
イ
師
を
は
じ
め
教
師
た
ち
を
招
聘
し
て

盛
大
な
聖
成
式
を
あ
げ
た
。

九
三
（
明
治
二
十
六

）
年
、

こ

の

税
関
山
か
ら
再
度
、

太
田
町
に

講
義
所
を
移
し

た
。

そ
の

後

も
、

数
回
、

講
義
所
を
移
転
し
た
が
、

平
沼
町
二
丁
目
に

新
会
堂
を
建
設
し
た
の

は
、

一

九
一

〇

（
明
治
四
十
三
）
年
に

な
っ

て

か
ら
で

あ
る
。

日
本
ハ

リ
ス

ト
ス

教
会
は
、

一

八
八
〇
年
に
、

八
王
子
正
教
会
を
建
立
し
て
い

た
。

司
祭
パ

ウ

エ

ル

佐
藤
、

副
伝
教
師
イ
オ
シ

フ

萩
原
、

同
ス

テ
フ

ァ

ノ

ン

近
藤
が

布
教
に

従
事
し
、

信
徒
は
六

十
六
名
で

あ
っ

た
。

八
二

年
、

横
山
町
二
丁
目
九
三
番
地
に

会
堂
が
建
立
さ
れ
、

信
徒
は
百
二

十
名
に

及
ん
だ
。

そ
の

後
八
八
年
、

八
日
町
に
、

一

九
〇
五
年
ご
ろ
、

さ
ら
に

馬
乗
町
に

移
転
し
、

つ

い

で
一

九
一

一

年
天
神
町
に

移
転
し
た
。

大
正
年
間
は
、

八
王
子
ハ

リ
ス

ト
ス

正
教
会
と
称
し
、

信
徒
は
約
二
百
名
い

た
が
、

そ
の

後
、

戦
災
に

会
い

消
滅
し
た
。

明治初年小田原に設立されたハリストス正教会
小暮次郎氏のスケッチ
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第
四
節
　
学
校
教
育
の

拡
充

一

　

初
等
教
育
の

展
開

教
育
令
下
の
小
学
校

国
民
皆
学
を
目
標
と
し
た
「
学
制

」
は
、

そ
の

実
施
に

当
た
っ

て
、

ま
ず
小
学
校
の

設
置
に

力
を
い

れ
る
方
針
を
と
っ

た

の
で
、

全
国
的
に
そ
の

普
及
を
み
た
。

神
奈
川
県
・

足
柄
県
、

さ
ら
に
一

八
七
六
（
明
治
九

）
年
四
月
以
降
の

新
神
奈
川
県

も
そ
の

例
に

も
れ
な
か
っ

た
。

こ

う
し
て

初
等
教
育
は
著
し
い

発
達
を
と
げ
た
が
、

そ
の

反
面
、

一

般
民
衆
に

は
こ

れ
が
文
部
省
の

強
迫
政
策
と
受

け
と
ら
れ
て

農
民
一

揆
に

も
「
学
制
」
反
対
の

条
項
が
掲
げ
ら
れ
、

ま
た
国
家
・

地
方
の

町
村
財
政
に

も
過
大
な
負
担
と
な
っ

た
こ

と
か
ら
政
府
内

外
か
ら
も
批
判
の

声
が
あ
が
っ

た
。

一

八
七
四（
明
治
七

）年
九
月
以
来
、

大
輔
と
し
て

文
部
省
の

中
心
人
物
で

あ
っ

た
田
中
不
二

麿
は
、

ア
メ

リ
カ

風
の

教
育
の

心
酔
者
で
、

「
学
制
」
の

中
央
集
権
主
義
を
廃
し
て
、

一

八
七
九（
明
治
十
二

）年
九
月
、

「
教
育
令

」
の

制
定
を
行
っ

た
。

こ

れ
を
う
け

て

同
年
十
月
一

日
、

県
は
「
追
テ

何
分
之
達
ニ

及
候
迄
総
テ
是
迄
ノ

通

」
と

達
し
た
。

「
教
育
令

」
が
実
施
に

移
さ
れ
た
の

は
、

翌
一

八
八
〇
年
二

月
で

あ
る
。

「
教
育
令
」
は
、

学
校
の

設
置
や
就
学
義
務
を
著
し
く
緩
和
し
、

学
校
の

経
営
に

あ
た
る
学
務
委
員
も
公
選
と
し
た
。

委
員
の

職
務
は
、

公
立
・

私
立
の

別
な
く
町
村
の

学
事
を
管
掌
す
る
こ

と
と
定
め
た
。

つ

い

で

「
学
事
概
則

」
を
制
定
し
、

学
校
の

設
置
・

統
廃
合
や
教
則
な
ど
に
つ

い

て

定
め
て
い

る
。

こ

こ

で

は
公
立
学
校
の

み
県
庁
の

許
可
を
要
す
る
も
の

と
し
、

私
立
学
校
は
県
庁
に

報
告
す
れ
ば
よ
い

こ

と
に

な
っ

た
。

と
こ

ろ
で

「
教
育
令

」
は
、

小
学
校
の

修
業
年
限
、

就
学
期
間
、

授
業
日
数
等
に
つ

い

て
、

弾
力
性
あ
る
規
定
を
も
り
こ

ん
で
お
り
、

県
の

学
事

概
則
も
僅
か
二
十
六
条
に

す
ぎ
な
い

布
達
で

あ
っ

た
。

そ
こ

で

多
く
の

町
村
や
小
学
校
は
、

官
庁
の

統
制
が
緩
和
さ
れ
た
と
解
し
た
。

た
と
え
ば
、
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